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業　　種
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製　造　業 5
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建　設　業

全　産　業 (1)

【内　警備業】



番
号

業　　種

（規模）

発生月

時間帯
事故の型

被災者の職種

年代
発　　　　　生　　　　　概　　　　要

1
土石製品製造業

（156名）

1月

10時頃

はさまれ、
巻き込まれ

作業者・
技能者
40歳代

被災者は、製造設備の不具合の原因確認のため、有軌道台車の走行経路上となる場
所で、当該製造設備を安全柵越しに見ていたところ、無人で走行する有軌道台車が被
災者へ向かって走行し、有軌道台車と、安全柵の間に被災者がはさまれ、死亡したも
の。

2

一般機械器具製造
業

（1114名）

2月

13時頃

はさまれ、
巻き込まれ

作業者・
技能者
20歳代

被災者は、フライス盤にパトライトを増設するにあたり、フライス盤の運転を継続してい
る状況で、フライス盤の裏側でパトライトに給電するための電線を通す作業を行ってい
たところ、フライス盤の加工部と連動して動作するカウンターウェイトと電線を支持する
構造材の間に頭部をはさまれ、死亡したもの。

3
河川土木工事

（2名）

3月

11時頃
墜落・転落

車両系建設
機械運転者

50歳代

被災者は、河川改良工事のためロードローラーを運転し、土手を平らにする作業を
行っていたところ、ロードローラーごと法面を転落し、ロードローラーの下敷きになり、
死亡したもの。

4
その他の小売業

（13名）

7月

11時頃
交通事故

管理者
２0歳代

被災者は、店舗の売上金を金融機関に入金するため自動車を運転し片側一車線の
県道を走行していたところ、対向車線にはみ出したため対向車線の走行してきた車と
衝突し、死亡したもの。

5
その他の製造業

（14名）

８月

14時頃

高温・低温
の物との接

触

作業者・
技能者
６０歳代

被災者は、滅菌器（圧力容器）から滅菌の終わった製品を滅菌室に取り出し、滅菌器
の扉を閉めようとしたが、非常停止装置が作動したため扉が閉められず、滅菌器から
出てくる高温の蒸気で、高温となった滅菌室に閉じ込められたため熱中症により死亡
したもの。

6

その他の化学工
業

（136名）

８月

15時頃
墜落・転落

運転手
４０歳代

被災者は、取引先から回収した汚泥をタンク車のタンクから廃棄物ピット（深さ１．３
メートル）に投入した後、タンク内に残った汚泥を掻き出してピットに投入していたとこ
ろ、頭からピットに墜落し死亡したもの。

7

プラスチック製品
製造業

（28名）

９月

１１時頃

はさまれ、
巻き込まれ

作業者・
技能者
６０歳代

被災者は、ロール状の製品の梱包作業を自動バンド結束機で行っていたところ、製品
に識別シールを貼るのを忘れていたため、自動バンド結束機の可動範囲に入り、製品
を持ち上げるクランプアームとフレームに頭部を挟まれ死亡したもの。

令和 ３ 年　　死 亡 災 害 の 概 要

　　　　　※本資料は、県内等での同種災害の再発防止に資することを目的に作成しています。
　　　　　　 速報性を重視しているため、今後において加筆・修正を行う場合があります。

令和 4年 2月末現在

滋  賀  労  働  局


